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（敬称略：五十音順）

氏　　　　名 団　体　名　等 役　　　　職

相 澤 仁 大分大学福祉健康科学部 教授

阿 部 秀 夫 杵築市民生・児童委員協議会 会長

糸 永 省 三 杵築市区長連合会 会長

江 藤 修 杵築市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長

大 神 敬 一 杵築市　人権啓発・部落差別解消推進課 課長

魚 返 葉 子 杵築市健康づくり推進協議会 会長

小 野 隆 司 杵築市立山香病院 事業管理者兼院長

加 来 理 香 大分県東部保健所 次長

河 野 礼 治 杵築中央病院 リハビリ部統括部長

佐 藤 素 生 速見郡杵築市医師会 会長

真 田 康 徳 社会福祉法人ひまわり 統括施設長

田 中 裕 一 朗 杵築市保育協議会 会長

真 砂 一 也 杵築市教育委員会　学校教育課 課長

見 初 直 美 杵築地区聴覚障害者協会 代表

宮 崎 亜 紀 障がい児親の会わいわい 代表

宮 本 耕 一 杵築速見歯科医師会 会長

吉 廣 和 男 大田ふるさとづくり協議会 会長

杵築市保健医療福祉総合計画策定委員会　委員名簿
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（五十音順：敬称略）

氏 名 役 職 名

阿 部 秀 夫 杵築市民生・児童委員協議会会長

市 原 昌 代 大分県介護支援専門員協会理事

伊 藤 淳 一 杵築市職員退職者会副会長

糸 永 省 三 杵築市区長連合会会長

江 藤 修 杵築市社会福祉協議会常務理事兼事務局長

加 来 理 香 大分県東部保健所次長兼地域保健課長

笠 置 幸 子   社会福祉法人みのり村　高齢者福祉部 施設サービス課長

河 野 礼 治 公社）大分県理学療法士協会　相談役

佐 藤 素 生 速見郡杵築市医師会会長

真 田 康 徳 社会福祉法人ひまわり統括施設長

坪 井 尚 裕 社会福祉法人一心会山香拠点統括管理者兼苑長

三 浦 玲 恵 杵築市介護予防サポーター協議会「ねこの手」会員

杵築市保健医療福祉総合計画介護・高齢者部会部会員名簿
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杵築市保健医療福祉総合計画障がい者部会部会員名簿 

（順不同・敬称略） 

 

 

所属 職名 委員氏名 

社会福祉法人博愛会 

住吉浜リゾートパーク 
園長 釘宮 浩三 

社会福祉法人みのり村 

白萩園 
施設長 川崎 郁子 

特定非営利法人 

道しるべ 
代表 矢守 和枝 

大分県精神保健福祉会 

日出ひので会 
会長 藤波 志郎 

社会福祉法人杵築速見のぞみ会 

樹の実園 
園長 小野落 周 
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杵築市保健医療福祉総合計画健康づくり部会部会員名簿 

（順不同・敬称略） 

 

                      

 

 

氏 名      団 体 名 等 役 職 名 

工藤 美喜 杵築市健康づくり推進協議会 副会長 

安倍 香代子 杵築市食生活改善推進協議会 会  長 

的場 美代 杵築市保育協議会主任会 代 表 

東照寺 忍 株式会社大分サンヨーフーズ 代表取締役社長 

本多 友子 大分県東部保健所 地域保健課 課長補佐（総括） 

市原 恭子 大分県東部保健所 地域保健課 課長補佐（総括） 
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○杵築市保健医療福祉総合計画策定委員会設置要綱 

(平成 29 年 5 月 1 日杵築市告示第 26 号) 

改正 

令和 2 年 3 月 31 日杵築市告示第 18 号 

令和 4 年 3 月 31 日杵築市告示第 33 号 

令和 5 年 8 月 1 日杵築市告示第 49 号 

(設置) 

第 1 条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づく地域福祉計画、

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条第１項の規定に基づく介護保険事業計画、

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８第１項の規定に基づく老人福祉計画、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）第８８条第１項の規定に基づく障害福祉計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成２８年法律第６５号）に

よる改正後の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項の規定に基づ

く障害児福祉計画、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）第

１４条第１項の規定に基づき策定する成年後見制度利用促進基本計画、子どもの貧困対策

の推進に関する法律（平成２５年法律第６４号）第９条第２項の規定に基づき策定する子ど

もの貧困対策計画、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項の規定に基づく

健康増進計画、食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条第１項の規定に基づく食育

推進計画、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項の規定に基づく自殺

対策計画、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１９条第１項の

規定に基づく特定健康診査等実施計画、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８

２条第１１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実

施等に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第３０７号）の規定に基づく保健事業実施計

画及び生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第３条第２項第３号の規定に基

づき策定する生活困窮者自立支援計画を一体的かつ総合的に策定するため、杵築市保健医

療福祉総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

(所管事項) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。 

(1) 杵築市保健医療福祉総合計画（地域福祉計画、介護保険事業計画、老人福祉計画、障害

福祉計画、障害児福祉計画、成年後見制度利用促進基本計画、子どもの貧困対策計画、健康

増進計画、食育推進計画、自殺対策計画、特定健康診査等実施計画、保健事業実施計画及び

生活困窮者自立支援計画を一体的かつ総合的に策定する計画をいう。以下同じ。）の策定に

関すること。 

(2) 第６条第１項の部会において審議した結果に係る総括及び調整に関すること。 

[第６条第１項] 
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(3) その他市長が必要と認める事項 

(構成) 

第 3 条 委員会は、委員２０人以内をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、 第４号に掲げる者

のうち、一部は公募によるものとし、公募について必要な事項は別に定めるものとする。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健医療関係者 

(3) 福祉関係者 

(4) 市民代表者 

(5) 関係行政機関の職員 

3 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定完了までとする。 

4 任期満了前に退任した委員の補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

(委員長及び副委員長) 

第 4 条 委員会に、委員の互選により選出された委員長及び副委員長を各１名置く。 

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

(会議) 

第 5 条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

(部会の設置) 

第 6 条 委員会の補助機関として、次に掲げる部会（以下「各部会」という。）を設置し、

部会の区分に応じて審議及び、その結果を委員会に報告するものとする。 

(1) 介護・高齢者部会 介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定に関すること。 

(2) 障害者部会 障害福祉計画、障害児福祉計画及び成年後見制度利用促進基本計画の策

定に関すること。 

(3) 子ども・健康づくり部会 子どもの貧困対策計画、健康増進計画、食育推進計画、自殺

対策計画、特定健康診査等実施計画及び保健事業実施計画の策定に関すること。 

2 各部会に、部会長及び副部会長を各１名置く。 

3 部会長は、会務を総括し、部会を代表する。 

4 各部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。 

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 
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(意見の聴取等) 

第 7 条 委員会及び各部会は、必要に応じて委員（各部会の会議にあっては、当該各部会の

委員）以外の関係者に対し、その出席を求めて、その意見を聴取し、又はその他必要な協力

を求めることができる。 

(庶務) 

第 8 条 委員会の庶務は、総合計画策定主管課において処理し、各部会の庶務は、次の各号

に掲げる部会の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる課が行う。 

(1) 介護・高齢者部会 介護保険担当課 

(2) 障がい者部会 障がい者福祉担当課 

(3) 子ども・健康づくり部会 市民健康担当課 

(その他) 

第 9 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、平成 29 年 5 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 3 月 31 日杵築市告示第 18 号) 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則(令和 4 年 3 月 31 日杵築市告示第 33 号) 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則(令和 5 年 8 月 1 日杵築市告示第 49 号) 

この告示は、公示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




